
いじめ防止基本方針
鹿児島市立広木小学校

【学校教育目標】

自ら進んで学び、共に高め合う、心豊かなたくましい広木の子

～ 大きな夢をもつ広木っ子 ～

【いじめへの基本的な考え方】

いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために，いじめに対する認識を全職員で共有する。そ

して，いじめは，どの学校，どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち，全てのの児童

を対象に，いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。

《いじめ防止対策委員会》
関係機関等との連携

［目 的］ いじめの防止・早期発見・対処に関する
・市教育委員会

取組を実効的に行う。
・フレンドシップ鴨

家庭・地域との連携 ［構成員］ 校長･教頭･生徒指導主任・養護教諭
池

スクールカウンセラー 他
・児童相談所

［会 議］ 毎学期１回
・警察 等

［役 割］ いじめ防止等に関わる業務を統括する。

［いじめの未然防止］ ［組織的な生徒指導

・分かる授業（楽しく分かり合える授業） 体制］

・規律ある授業（学習の約束） ・情報共有

・自己有用感の育成（役割、称賛） ・迅速な対応

・豊かな心の育成（読書･体験活動・道徳の授業等） ・共通実践

［教育活動の重点］ ・人間関係づくり（構成的グループエンカウンターの活用）

全校児童一人一人 ・いじめへの理解（特活・道徳の授業） ［相談体制］

が学級 ･学校で自分 ・児童との教育相談

の居場所があり、楽 ［早期発見］ ・保護者との教育相

しく生活できるよう ・情報の集約と共有（生徒指導連絡会の開催） 談

にする。そのために、 ・調査の実施（心のアンケート実施）

児童のよさを生かし ・相談体制の整備（子供と語る会） ［教職員の資質・能

た開発的な生徒指導 ・相談事業の周知（スクールカウンセラー） 力を高める研修］

を推進する。 ・いじめに対する理

また，児童会活動 ［いじめ事象への対応］ 解

を中心に児童の主体 ・発見・通報への対応（報告・連絡・相談） ・未然防止に必要な

的な活動を進める。 ・迅速で正確な事実確認、設置者及び被害・加害児童の こと

保護者への報告 ・早期発見に必要な

・いじめた児童への指導、その保護者への助言 こと

・いじめが起きた集団への働き掛け ・重大事象への対応

・ネット上のいじめの対応 ・関係機関との連携

【いじめの定義】

１ いじめの定義

「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関

係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含

む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

（「いじめ防止対策推進法第２条」から抜粋）

２ 解消の定義

少なくとも次の２つの要件を満たしている必要がある。

(1) いじめに係る行為が止んでいること

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットトラブルも含む）が止んでいる状

態が少なくとも３か月の期間継続していること。

(2) 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において，被害児童生徒がいじめの行為により心

身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒本人及びその保護者に対し，心身の苦痛を感じて

いないかどうかを面談等により確認する。

（「鹿児島県いじめ防止基本方針」から抜粋）



月 計画及び評価 実態把握 教科・道徳・特活 児童会活動 情報モラル 教育相談等 職員研修

活動計画の検討 いじめ問題を考え 児 童 会 目 標 指導計画の いじめ防止対 学 校 基 本 方

る週間 の設定 確認 策の説明 針の確認

４
１ 年 生 を 迎 （ＰＴＡ総会） 生 徒 指 導

える会 事例研修

生徒指導部会 心のアンケー ＪＲＣ登録式 生 徒 指 導

５
（実態に基づいた ト実施 児童集会 連絡会

対応策検討）

運動会 保護者への 教育相談旬間 家 庭 と の

６ 啓発 連 携 の 在

り方

生 徒 指 導

連絡会

７
いじめ防止対策委 生 徒 指 導

員会 連絡会

具 体 的 な

対 応 の 在

８ り 方

生 徒 指 導

連絡会

いじめ問題を考え 携帯・ネッ 個別面談 生 徒 指 導

９ る週間 ト利用実態 連絡会

集団宿泊学習(5 年) 調査

修学旅行(6 年)

生徒指導部会 心のアンケー 生 徒 指 導

１０ （実態に基づいた ト実施 校外学習 連絡会

対応策検討）

心の教育の日 広木っ子集会 い じ め 対 策 心 の 教 育

１１
に つ い て 啓 推 進 委 員

発 会

いじめ防止対策委 生 徒 指 導

１２ 員会 連絡会

１
生 徒 指 導

連絡会

生徒指導部会 心のアンケー 教育相談旬間 生 徒 指 導

２ （実態に基づいた ト実施 連絡会

対応策検討）

いじめ防止対策委 ６ 年 生 を 送 生 徒 指 導

３ 員会 る会 連絡会


